小名浜地区公共施設再編計画策定支援業務委託
公募型プロポーザル実施要領

１　業務の目的
本市はこれまで、小名浜地区のまちづくりの議論を積み重ねてきており、まちづくり団体からの現小名浜支所の近隣への再整備案や、旧小名浜市民プール跡地への整備案、また、利便性の観点から、商業施設のテナントを借用して公共機能を担うという案も考えられ、その一方で、いわきスポーツクラブが、いわきＦＣの新スタジアムを小名浜地区に整備することを公表し、公共施設の受け皿となり得る選択肢が１つ加わるという状況にもなった。
これらの状況を踏まえ、令和８年度においては、さらに地域の声を聞く取組みを進め、再編の方向性を整理・公表するため、「小名浜地区公共施設再編計画」を策定することとしており、当計画の策定の支援を受けるため、専門的な知識・経験等を有する事業者に委託するもの。

２　業務概要
本業務は、令和８年６月いわき市一般会計補正予算の成立が前提となるため、予算成立状況によっては業務内容の変更または業務自体を中止とする場合がある。予算が成立しなかった場合において、提案者が募集及び企画提案に要した費用について、市が負担する責は負わないものとする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑴　業務名　小名浜地区公共施設再編計画策定支援業務委託
⑵　業務内容
①　現状分析　②課題抽出　③再編方針の提案　
④　複合施設のイメージ図の作成　⑤　概算事業費試算、財源案検討　
⑥　整備手法検討、民間意向調査　⑦　再編、整備による住民への影響 
⑧　既存施設跡地の民間活用案提示　
⑨　いわきＦＣ新スタジアム整備計画、各行政計画との整合調整　⑩住民説明会
　　詳細は、「【別添１】小名浜地区公共施設再編計画策定支援業務委託仕様書」参照
⑶　業務期間　　契約締結の日から令和９年３月31日（水）まで
　⑷　契約締結日　本市と受託候補者との間で、提出された企画提案書の記載事項を踏まえた協議を行い、協議が整った場合に、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号の規定に基づく随意契約により、本業務の契約を締結する。（令和８年７月１日（水）予定）
また、受託候補者と協議が整わない場合にあっては、次点候補者と協議のうえ、契約を締結する。



３　見積限度額
　　３３，３４１，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　　なお、限度額を超える見積額を提案した場合は失格とする。また、最低制限価格は設定しない。

４　参加資格要件
本プロポーザルに参加できる事業者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定により、入札参加制限を受けていないこと。
　⑵　いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱(平成22年２月22日制定)第４条第１項に規定する排除措置対象者に該当しないこと。
　⑶　公募開始の日から契約締結日までの間のいずれの日においても、いわき市工事等に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等の基準に関する要綱(昭和52年３月28日制定)に基づく入札参加者選定基準による指名排除措置を受けていないこと及びいわき市競争入札有資格者指名停止等措置要綱(平成28年３月30日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。
　⑷　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
　⑸　地方税及び国税の滞納がないこと。
　⑹　宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団もしくは暴力団員の統制の下にある団体ではないこと。

５　選考スケジュール（予定）
本プロポーザルの日程は、次のとおり予定しています。
	実施内容
	実施期間又は期限

	本要領等の公表（公告）
	令和８年５月15日(金)

	本要領等に関する質問書受付期間
	令和８年５月15日(金)から
令和８年５月22日(金)まで

	本要領等に関する質問書への回答期限
	令和８年５月27日(水)

	参加申込書の受付期間
	令和８年５月25日(月)から
令和８年６月 １日(月)まで

	参加資格審査結果通知の発送期限
	令和８年６月 ２日(火)まで

	企画提案書の受付期間
	令和８年６月 ２日(火)から
令和８年６月22日(月)まで

	提案審査（プレゼンテーション）
	令和８年６月26日(金)

	審査結果通知及び審査結果公表
	令和８年７月 １日(水)



６　実施要領等の公表及び取得方法
⑴　配付期間
令和８年５月15日(金)から24日(日)まで
⑵　取得方法
本市ホームページからダウンロードしてください。窓口及び郵送での交付は行いません。

７　質問書の提出及び回答
⑴　質問書の受付期間
令和８年５月15日(金)から22日(金)　午後５時まで
⑵　質問書の提出方法
質問事項がある場合は、質問書(様式９)を電子メールに添付し、「15 事務局」宛てに提出すること。
※　メールを送信する際は、件名に「小名浜地区公共施設再編計画策定支援業務委託プロポーザルに関する質問」【事業者名】」と記した上で、送信すること。
⑶　回答
　　　質問に対する回答は、質問者に係る情報を伏せたうえで、順次、市公式ホームページに掲載する。
⑷　その他
　　①　質問の内容に参加者名を特定できる記載があるときは、回答しない。
　　②　質問書はなるべく取りまとめて提出すること。ただし、回答は順次行うので、なるべく早く回答が必要な案件は、すみやかに提出すること。
　　③　口頭や電話での質問は受け付けない。
　　④　質問に対する回答は、本募集要領の記載に優先して本募集要領の一部となるものとする。
　　⑤　質問受付期間外の質問については、いかなる理由があっても回答しない。

８　参加申込書の提出
⑴　受付期間　令和８年５月25日（月）から６月１日（月）
⑵　提出方法　「15事務局」へ直接持参又は郵送にて提出すること。
　　　　　　　※　持参する場合の受付時間は、いわき市の休日を定める条例（平成元年いわき市条例第71号）に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前９時から午後５時までとする。
　　　　　　　※　郵送する場合は、受付期間内に必着とし、配達記録が残る方法で郵送すること。



⑶　提出書類及び部数
	様式
	書類名
	留意事項等

	様式１
	参加申込書
	押印必要

	様式２
	会社概要書
	

	様式３
	会社業務実績表
	

	様式４
	同意書
	押印必要

	標準様式
	市税等完納証明申請書（兼）証明書
	３か月以内に発行されたもの
市内に事業所等がある場合のみ

	添付１
	商業登記事項証明書
（履歴事項全部証明書）
	３か月以内に発行されたもの

	添付２
	財務諸表
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書）
	直近１年以内のもの

	添付３
	国税の納税証明書
	未納の税額がないことの証明（税務署様式その３）
３か月以内に発行されたもの


⑷　参加資格要件の確認
参加希望者から提出のあった書類によって、本公募型プロポーザルへの参加資格要件を満たしているかを審査する。審査結果は令和８年６月２日（火）までに、順次、参加資格審査結果通知を以て各参加申込書提出者へ発送する。
⑸　参加資格要件を満たさなかった者に対する理由説明
参加申込書を提出した者のうち、参加資格要件を満たさなかった者に対しては、満たさなかった理由を書面にて通知する。通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日(休日を除く。)以内に、書面により、市に対して説明を求めることができる。
⑹　参加申込書提出後の辞退
本公募型プロポーザルの参加を辞退する場合には、「辞退届」(様式10)を「15事務局」へ提出するものとする。なお、企画提案書を含む一切の提出書類の返却は行いません。

９　企画提案書の提出
⑴　受付期間　令和８年６月２日（火）から22日（月）午後５時まで
⑵　提出方法
　　　「15 事務局」へ直接持参又は郵送にて提出してください。
　　　※　持参する場合の受付時間は、休日を除く午前９時から午後５時までとする。
　　　※　郵送する場合は、受付期間内に必着とし、配達記録が残る方法で郵送すること。



⑶　企画提案書の作成
①　提出書類及び部数
	提出書類
	様式及び内容
	部数

	企画提案書提出届
	様式５
	正１

	企画提案書
（下記、企画提案書の構成参照）
	様式６～様式８及び任意様式
	正１・副10

	電子データ
	上記様式(正本)の電子データ(PDF等で、文字検索可能なもの)を電子メールで提出
	１式


②　副本について
　　　副本については、審査の過程において公平性を担保するために、企業名や代表者氏名を匿名とすること。
③　編冊方法
企画提案書は、Ａ４版２穴ファイル等に編冊し、下記〔企画提案書の構成〕の項目及び様式ごとにインデックスを付すこと。表紙には、様式７を使用すること。様式７の受付番号は「参加資格審査結果通知」により通知することとする。
⑷　企画提案書の作成要領
　　　企画提案書は、次に示す〔企画提案書の構成〕に記載する項目、記載内容に基づき、可能な限り具体的に記載してください。

〔留意点〕
　　　・　記載内容に様式が指定されているものについては、所定の様式で作成すること。指定がないものについては、任意の様式で作成すること。
　　　・　企画提案書に枚数の制限は設けません。Ａ４判(縦・片面印刷)に横書きで作成すること。
　　　・　Ａ３判の図版等がある場合は、横向き・片面印刷とし、Ａ４判に折り込むこと。
　　　・　ページ番号を付すこと。
　　　・　図表等を除き、原則、文字サイズは12ポイント以上とすること。


〔企画提案書の構成〕
	項目
	記載内容

	１　組織・実績について
	会社概要及び同種業務の実績について記載してください。

	２　当事業の基本的な考え方について
	本市の小名浜地区の公共施設の再編に関する課題についてどのように認識しているか、さらに本業務の導入によって期待される効果についても記載してください。
併せて、これらを踏まえ本業務に臨む貴社の基本的な考え方を整理し、記載してください。

	３　実施体制及び人員配置等について
	業務の実施体制(組織・職務分担、人員数等)について明確に記載してください。

	４　総括責任者について
	様式７号に基づき、配置予定総括責任者等に関する必要事項を記載してください。

	５　仕様書 ４事業の実施内容について
	【共通】
・仕様書に記載された各対象項目について、「何を実施し、どのように達成する予定であるのか」を、理由も含めて記載してください。
・次の各項目については、示された視点を踏まえ、記載してください。

	
	【⑴現状分析③住民ヒアリングにおける資料作成、結果分析】
・ヒアリング方法に関する効果的な手法を提案してください。
・仕様書で示した団体以外にも、貴社が効果的と考える団体等がある場合は、理由も明記のうえ提案してください。

	
	【⑵課題抽出（再編の課題、解決案の検討）】
・各施設の課題を抽出する際に、重視するポイントをお示しください。
・課題の解決策を検討する際に、重視する視点や考えをお示しください。

	
	【⑶再編方針の提案】
・１　業務の目的として記載された背景を踏まえて、再編方針を検討する際に、重視する視点や取組みの方向性を整理してお示しください。

	
	【⑷複合施設のイメージ図の作成】
・提案する再編方針案の数に対応したイメージ図数は提示できるのか踏まえて記載してください。
・提案できる図のイメージについて視覚的な例示をもとにお示しください。
・自社が提案できる具体的な内容を記載してください。

	６　＋αの提案について
	貴社の持つノウハウを活用し、本仕様書で示されている業務に加え、追加で実施を検討している業務がある場合、その案と期待される効果について記載してください。
ただし、提案金額内で実施可能な提案とすること。

	７　作業工程につい　て
	本業務の実施における、現時点での想定工程について記載してください。また、作業を進めるにあたり予想される課題、懸念事項、阻害要因等が想定される場合、それらについても併記してください。

	８　金額提案について
	様式８に基づき、見積書を作成してください。
また、内訳書、経費計算書（任意）を添付してください。



10　企画提案書の取扱い
⑴　企画提案書の提出後は、原則として企画提案書に記載された内容の変更を認めないものとする。
⑵　提出された企画提案書については、返却しないものとする。
⑶　提出された企画提案書は、プロポーザル方式による優先交渉権者の選定のために使用し、また、複製等をすることができるものとし、提出者に無断でその他の目的のために使用することはできないものとする。
⑷　提出された企画提案書は、いわき市情報公開条例(平成10年いわき市条例第１号)に定める行政情報の開示の請求に基づき、同条例第７条各号に規定する不開示情報を除き、第三者に開示することができるものとする。
⑸　提出できる企画提案書は、１参加者につき１案のみとし、２案以上の企画提案書を提出したときは、全ての提案を無効とする。



11　審査の方法等
⑴　審査方法
①　審査は、市が定める構成員により組織された「小名浜地区公共施設再編計画策定支援業務委託公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)」において行うものとする。
②　委員会は、本要領に基づき、提出された企画提案書等の書類審査のほか、プレゼンテーション及びヒアリング等の結果も踏まえ、総合的な観点から審査項目を全て点数化し採点するものとする。また、委員会は、業務の一定の質を担保するため、審査における最低基準点を設けるものとする。
③　優先交渉権者の選定は、各委員の評価した点数の合計の平均で、最低基準点以上で最も評価点の高い者を、委員会での審議の上、優先交渉権者として決定する。
なお、この場合において、最も高い評価点が同点となる者が２者以上あるときは、同点となった全ての者について、委員会での審議によりその順位を決定し、順位が１位の者を優先交渉権者とする。
④　委員会は、全ての提案が最低基準点を下回った場合にあって、契約の目的が達成できないと判断したときは、優先交渉権者を決定しないことができる。
⑤　委員会は、参加者が１者の場合でも、プレゼンテーション及びヒアリングの実施を行う。
⑥　審査項目及び配点は以下のとおりとする。
	区分
	評価項目
	評価の視点
	配点

	業務能力等
（10点）

	業務実績
（過去10年間）
	· 過去に公共施設等の再編計画策定業務及び関連する同種業務の受注実績があるか
	５

	
	実施体制
	· 業務を円滑に遂行するための管理体制が示されているか。
	５

	企画提案
（70点）
	提案内容全般
	· 業務達成のための手法や理由が明確に説明されているか。また、その内容に妥当性があるか。
	５

	
	住民ヒアリングにおける資料作成、結果分析
	· 具体的な回数や方法について、最も効果的である根拠も含め説明されているか、また適切であるか。
· 仕様書に記載された以外の団体等への提案がある場合、その理由が明確かつ適切であるか。
	20

	
	課題抽出
	· 各施設の課題抽出及び解決策の提案にあたり、重視するポイントが論理的に説明されているか、また、適切であるか。
	10

	
	再編方針の提案
	· 提案にあたり重要視する視点や取組みの方向性が、１業務の目的に記載された背景を踏まえたものかつ、適切であるか。
	20

	
	複合施設のイメージ図の作成
	· 提案内容に基づき、再編方針に対応するだけの図が作成可能であるか。
· また、イメージしやすいか。
	10

	
	＋αの提案について
	· その他、創意工夫、効果を高める提案はあったか。
	5

	作業計画
（５点）
	作業工程について
	· 妥当性、具体性のあるかつ履行期間を遵守可能な工程となっているか。
	5

	プレゼンテーション
（10点）
	プレゼンテーション及びヒアリング
	· 市の課題を認識し、市に寄り添った提案をしているか。
	10

	提案見積金額（５点）
	・最低提案価格への加点
評価点＝最も低い提案価格÷当該事業者の提案価格×５
　※　小数点以下切捨て
	５

	合計
	100



⑵　プレゼンテーション当日の流れ
	日時
	令和８年６月26日（金）※時間は後日指定する。

	場所
	オンライン（ZOOM等）での開催

	人数
	５名以内
（本業務の総括責任者予定の者は、必ず出席し、質疑応答に対応できるようにすること。）

	説明時間
	30分以内(企画提案書説明15分以内、質疑応答15分以内)



⑶　失格要件
次のいずれかに該当する提案者は、失格とします。
①　見積額が提案上限額を超過している場合
②　提出された書類に虚偽の記載があった場合
③　審査の公平さに影響を与える行為があった場合
④　提案に関するプレゼンテーションに参加しなかった場合
⑤　その他、本実施要領の内容に違反した場合



12　審査結果の通知及び公表
⑴　審査結果は、優先交渉権者を決定後５日以内に、全ての提案者(失格者を除く)に書面で通知する。

⑵　審査結果について、次に掲げる事項を市の公式ホームページおよび施設マネジメント課内において公表する。
①　業務の内容
②　最優秀提案者（受託候補者）及び優秀提案者（次点候補者）
③　審査の内容

13　契約の締結について
　⑴　協議が整い次第、本市と優先交渉権者とは、令和８年７月１日（水）を目途に、随意契約により契約を締結します。
　⑵　契約締結までの間に、最優秀提案者（受託候補者）及び優秀提案者（次点候補者）が本要領の４に掲げる参加資格要件を満たさなくなった場合は、契約は締結しません。
　⑶　契約書の作成に要する費用は、提案者の負担とします。

14　その他
　⑴　当該参加にかかる費用(提案、プレゼンテーション等)は、全て参加者の負担とする。
　⑵　提出書類は、参加表明書等の確認や企画提案書及び見積書の審査以外に使用しない。
　⑶　提出書類は、提出者の技術情報保護の観点から、原則として非開示とするが、提出書類に虚偽の記載があった場合等、必要に応じて開示することもある。なお、開示する際は、参加表明書等、企画提案書及び見積書の写しを使用することができるものとする。
　⑷　特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等、日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている材料、施工方法等を提出書類の作成に使用することにより生ずる責任は、提出者が負うものとする。
　⑸　原則として、参加表明書等、企画提案書及び見積書の提出後、それぞれの確認、審査が終了するまでの間は、参加表明書等、企画提案書及び見積書に記載された内容の変更は認めない。
　⑹　企画提案書の作成のために事務局から受領した資料は、一切、公表及び他の業務に使用することはできない。
　⑺　提出書類に虚偽の記載をし、企画提案書が無効とされた場合には、その者に対して入札参加制限措置を行うことがある。
　⑻　契約締結者が、提出した企画提案書に基づく本業務の履行ができなかった場合は、契約金額の減額、損害賠償請求、契約の解除、違約金の請求の措置を行う場合がある。
　⑼　天災その他やむを得ない理由等により、本件募集を実施することができない場合は、本件募集を停止、中止又は取り消すことがある。

15　事務局(問い合わせ先)
いわき市財政部施設マネジメント課
〒970-8686　いわき市平字梅本21
電話　(0246)22-7408(直通)　Fax(0246)22-7580
E-mail　shisetsu-management@city.iwaki.lg.jp

16　別添資料
⑴　【別添１】小名浜地区公共施設再編計画策定支援業務委託仕様書
⑵　【別添２】提出書類様式集
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